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地域福祉とは 

地域福祉とは、地域住民、社会福祉協議会をはじめとする社会福祉関係者や自治会等、

行政が協働し、地域社会の福祉課題の解決に取り組み、住み慣れた地域において誰もが安

心して暮らせるまちづくりを進めていこうとする取り組みのことです。 

【地域福祉の考え方】 
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自助 公助 

共助 

社会福祉協議会や自治会等

を中心に、地域で助けあい、

支えあいます 

個人や地域だけでは

できないことに取り

組みます 

自分でできること

は自分または家族

で取り組みます 
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施策の体系 

田原本町では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくために、地域住民が

お互いのつながりを深めていくことが重要であるという認識をもつとともに、計画の連続

性を維持するため、本計画では第１期計画の基本理念を継承し、「みんなでつむぐ 

福祉のまち 田原本」を基本理念とします。 

基本理念 基本目標 基本施策 

み
ん
な
で
つ
む
ぐ 

 

福
祉
の
ま
ち 

 

田
原
本 

地域福祉計画・地域福祉活動計画 

 

１ 誰もが安全・安心に 
暮らせる支援体制の 
強化 

（１）包括的な相談支援体制の充実【重点】 
（２）情報提供の充実 
（３）人権の尊重と権利擁護の推進 
（４）福祉サービスの充実 

２ 福祉を支える体制 
の充実 

（１）重層的な地域福祉ネットワークの構築【重点】 
（２）福祉を担う人づくり 

３ 地域のつながりの強化 

（１）地域での助けあい、支えあい活動の促進 
（住民の参加促進） 

（２）地域活動・ボランティア活動の活性化 
（３）福祉教育の充実 

自殺対策計画 

 

１ 自殺対策を推進する 
体制の強化 

（１）地域におけるネットワークの強化 
（２）住民への啓発と周知 
（３）生きることの促進要因への支援 

２ 自殺対策を支える 
相談・支援体制の充実 

（１）自殺対策を支える人材の育成 
（２）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

＜重点施策＞ 
地域特性における 
重点課題の取り組み強化 

（１）生活困窮者自立支援事業と自殺対策との 
連動性の向上 

（２）高齢者の自殺対策の推進 
（３）勤務問題に関わる自殺に対する対策の推進 

 

地域福祉計画・地域福祉活動計画 

１ 誰もが安全・安心に暮らせる支援体制の強化  

（１）包括的な相談支援体制の充実【重点】 

【今後の方向性】 

○日常生活の困りごとや悩みについて地域の人々が身近な相談役になれるような取り組

みの支援 

○地域で解決できない事に対して町や社会福祉協議会、専門機関等が連携、対応 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

○ 困りごと等を個人・家族だけで抱えこまず、積極的に相談しましょう。 

○ 困っている人や悩みを抱える人たちから助けを求められたときは、相

談にのり、身近な公的相談窓口の紹介をしましょう。 

社協 
○ 小地域福祉活動等の住民組織と連携をとり、身近な地域で困りごと等

に気づけるよう、地域を基盤とした協力関係の強化に努めます。 

町 
○ 福祉の総合相談窓口を設置し、福祉に関する相談について、制度や部

署、専門機関等を横断して受け止め、包括的な相談支援を行います。 
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（２）情報提供の充実  

【今後の方向性】 

○インターネットやSNS等の様々な媒体を活用した住民への福祉情報の提供の充実 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

○ 町や社会福祉協議会の広報紙や、ホームページ等で福祉に関する
情報をみてみましょう。 

○ 地域の団体等において、活動内容を積極的に発信しましょう。 

社協 
○ 広報紙「よろこび」やホームページの充実に努め、住民が興味をひ

くような福祉に関する情報提供をします。また SNS 等を活用した
情報提供の充実に努めます。 

町 

○ 広報「たわらもと」やホームページの充実に努め、住民の関心を集
めるような福祉に関する情報提供をします。また、SNS を利用した
情報発信を行い広く住民に情報が届くよう情報提供の充実に努め
ます。 

（３）人権の尊重と権利擁護の推進  

【今後の方向性】 

○日常生活自立支援事業や成年後見制度の普及・啓発、判断能力の不十分な人たちの支援 

〇更生保護活動等に関する周知・啓発、地域において、犯罪をした者等への立ち直りに

対する支援 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

○ 成年後見制度や日常生活自立支援事業の内容や利用方法等に理解
を深めましょう。 

〇 更生保護活動等に関する理解を深めましょう。 

社協 
○ 成年後見制度利用への申立支援の充実を図ります。 
○ 権利擁護支援の充実に向けた専門職によるネットワークづくりに

取り組みます。 

町 

〇 日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用促進のため、事業所
や支援機関への周知や連携を強化します。 

○ 地域において、犯罪をした者等への立ち直りに対する理解を促し
ます。 

（４）福祉サービスの充実  

【今後の方向性】 

○支援を必要とする人が適切に福祉サービスを受けられるようなサービスの質の向上 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

〇 福祉サービスを利用する視点からも、サービス充実のための提言
や意見集約（アンケート等）の機会に積極的に参加しましょう。 

○ 福祉サービスを利用する人と提供する人との関係性だけでなく、
誰もが地域の一員として主体的に活動し、互いに補いあえる意識
を持ちましょう。  

社協 
○ 地域福祉活動の充実を図るとともに、分野を超えて、地域課題の

解決に向けた新たなサービスの創出に努めます。 

町 
○ 福祉の関係各課の連携の強化や、多様な生活課題を受け止められ

る体制づくりに努めるとともに、必要に応じて他の支援機関につ
ないでいきます。 
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２ 福祉を支える体制の充実 

（１）重層的な地域福祉ネットワークの構築【重点】  

【今後の方向性】 

○身近なところで気軽に相談できる体制や多様化・複合化する問題に対応する包括的

支援体制の充実 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

○ 変化や問題を発見したら、迷わず関係機関に連絡・相談しましょう。 
○ 自治会の活動や地域での交流やつどいの場を通じて、身近な地域の

中でお互いに顔の見える関係づくりに努めましょう。 

社協 

○ 制度の狭間にいる人や、複合的な課題を抱える人を受け止め、必要
な支援機関等につなげるための伴走型支援を行います。 

○ 自治会や民生委員等の地域活動者と、専門職が情報共有できる連携
方法を検討します 

町 

○ 複雑化・複合化する福祉課題に対応するため、分野を越えた福祉課
題に関わる行政・住民・企業等様々な機関がつながるしくみをつく
ります。 

○ 地域住民のニーズ等に対応するため、地域の社会資源等を活用して
社会とのつながりづくりに向けた支援を検討します。 

 

（２）福祉を担う人づくり  

【今後の方向性】 

○各種講座等を通じた地域福祉の担い手の育成、及び福祉分野で専門的な知識のある

人や経験のある人が積極的に地域に関わることができる体制づくり 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

○ ボランティア講座や活動等に積極的に参加しましょう。 
○ 関係機関と連携することで、地域福祉の推進に必要な情報の把握や

活動に主体的に参加しましょう。 

社協 

○ 各種事業等を通じて、地域福祉に着目した新たな活動者の発掘に努
めます。 

○ 地域福祉活動に関する養成講座、学習会等の場を設けることで、地
域福祉活動を推進していくための人材の発掘・育成に取り組みま
す。 

町 
○ 地域福祉を推進する人材の養成を促進します。 
○ 地域福祉において重要な役割を担う社会福祉協議会との連携を強

化します。 

 

  

見守りボランティア 
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３ 地域のつながりの強化 

（１）地域での助けあい、支えあい活動の促進（住民の参加促進）  

【今後の方向性】 

○日ごろからの近所づきあいや地域活動の充実を図ることによる見守り体制の強化 

○地域での防災体制の強化や緊急時における支援体制の強化 

【それぞれの役割】 

町民 
地域 

○ 地域活動に参加しましょう。 
○ 近所の人の顔が分かり合える地域づくりをしましょう。 

社協 

○ 住民による支えあい活動（小地域福祉活動）を推進し、
自治会・老人クラブ等の関係者が協議できる場づくり
（小地域ネットワーク会議）を支援します。 

○ 災害ボランティアセンターの設置や、福祉避難所（ふれ
あいセンター）運営への協力に努めます。 

町 

○ 生活支援コーディネーター※の活動をサポートし、互助を中心とし
た地域づくりを住民主体で進める協議体※の運営に努めます。 

○ 子どもや高齢者、障がいのある人、地域の人がお互いの理解を深め
るため、交流できる場の確保や活動を支援し、助け合える地域づく
りを進めます。 

※生活支援コーディネーター…各地域内で高齢者の生活支援サービスおよび介護予防サービスを提供している専門職のこと。 

※協議体…各地域包括ケア社会の実現に向け、地域における高齢者等の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進す

るため、生活支援等サービスを担う多様な関係主体等の情報共有及び連携・協働による取り組みを推進するシ
ステム。 

（２）地域活動・ボランティア活動の活性化  

【今後の方向性】 

○地域活動やボランティア活動についての情報提供や参加の機会、場の充実 

【それぞれの役割】 

町民 
地域 

○ できることから地域活動・ボランティア活動をしましょう。 
○ 住民が地域活動やボランティア活動に取り組める機会を提供しましょう。 

社協 
○ 町内のボランティア団体の連携強化や活動の活性化を促進します。 
○ 新規の活動者発掘や新たな活動の場など、コーディネートの充実に

努めます。 

町 
〇 住民が主体的に参加し、地域づくりに取り組む団体活動の自立化、

持続化を支援します。 

（３）福祉教育の充実  

【今後の方向性】 

○地域福祉に関する学習の場や体験学習の機会づくりの充実 

【それぞれの役割】 

町民 
地域 

○ 福祉に関心を持ちましょう。 
○ 地域で福祉体験等の機会をつくりましょう。 

社協 
○ 町内の小中学校、高等学校等における福祉体験学習及び学校ボラン

ティア活動の充実を図ります。 
○ 地域や福祉施設等での体験学習・福祉教育を支援します。 

町 

○ 住民が互いに支えあう意識を高めたり、地域福祉を実践できる学習
の場づくりを進めていきます。 

○ 住民が福祉に対する理解や必要な支援に対して適切に福祉の制度
が活用できるよう地域での教育機会の情報提供を進めます。 
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自殺対策計画 

１ 自殺対策を推進する体制の強化 

（１）地域におけるネットワークの強化  

【今後の方向性】 

○庁内各課・関係団体の相互の連携・協働の仕組み及び体制の構築 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

○ 問題を家族・個人だけで抱えこまず、積極的に
関係機関等へ相談しましょう。 

社協 
○ 民生児童委員への活動支援と連携を強化し、支援が必要な人への迅

速かつ適正な対応を図ります。 

町 ○ 庁内各課・関係機関・団体での連携・協働を推進します。 

 

（２）住民への啓発と周知  

【今後の方向性】 

○命や暮らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適切であるという

認識が共通のものとなるような理解の促進 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

○ こころの健康に関心を持ちましょう。 
〇 支援を必要とする人に対して、民生児童委員等

と協力して情報を提供しましょう。 

社協 
○ 広報紙「よろこび」やホームページの充実に努め、必要な人に確実に

届くように福祉に関する情報提供をします。 

町 
○ 広報「たわらもと」やホームページの他、SNS を利用した情報発信を

行い広く住民に情報が届くよう情報提供の充実に努めます。 

 

（３）生きることの促進要因への支援  

【今後の方向性】 

○社会全体の自殺リスクを低下させる取組の推進 

○地域住民同士のつながりを強めることによる自殺を防ぐ地域力の向上 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

○ 地域とのつながりを大切にしましょう。 

〇 身近な人の言動の変化に気づきあえる地域づくりを進めましょう。 

社協 
○ 心配ごと相談や各種相談事業の周知を図ることで、悩みや困りごと

を抱える人が気軽に相談できる場を充実します。 

町 
○ 相談窓口の周知や自殺対策を推進する人材の養成を促進し、相談体

制の充実に努めます。 
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２ 自殺対策を支える相談・支援体制の充実 

（１）自殺対策を支える人材の育成  

【今後の方向性】 

○ゲートキーパー養成研修や学校教育等による自殺対策の担い手となる人材の育成 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 
○ ゲートキーパー養成講座に参加しましょう。 

社協 
○ 協議体と連携し、地域福祉活動を推進していくための人材の発掘・

育成に取り組みます。 

町 
○ 悩みを抱える人の身近な相談役となるゲートキーパーを養成し、地

域でサポートできる環境整備に努めます。 

  

（２）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育  

【今後の方向性】 

○悩んだ時には自らＳＯＳを発信できるような教育の推進 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

〇 悩みを一人で抱え込まずに相談しましょう。 

〇 悩みを持っている子どもを相談窓口につなぎましょう。 

社協 
○ 住民、児童等に対する福祉の啓発を目的とし、地域での出前講座の

開催を検討します。 

町 ○ いのちの大切さへの理解につながる教育を推進します。 

 

３ 重点施策 

（１）生活困窮者自立支援事業と自殺対策との連動性の向上  

【今後の方向性】 

○対象に応じた相談・支援体制の整備の充実 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

○ 悩みを一人で抱え込まずに相談しましょう。 

〇 悩みを持っている人を相談窓口へつなげましょう。 

社協 
〇 町や生活自立サポートセンターと連携し、

生活困窮者の支援の充実に努めます。 

町 
〇 子どもから高齢者までの対象者を

限定しない相談に応じて関係機関
と連携した支援を行います。 

 

  

こころの町民講座 
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（２）高齢者の自殺対策の推進  

【今後の方向性】 

○地域包括支援センターと連携を図った相談対応、予防に向けた啓発 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

○ 地域活動に参加しましょう。 

〇 高齢者への声かけ、見守りを進めていきましょう。 

社協 
○ 生活支援コーディネーターが中心となり、生活支援サービスや助け

合いの仕組みづくりを推進します。 

町 
〇 高齢者の様々な相談を受ける地域包括支援センターに対し、必要に

応じて連携を図り、相談対応を行います。 

 

（３）勤務問題に関わる自殺に対する対策の推進  

【今後の方向性】 

○勤務問題に関わる事業所におけるメンタルヘルス対策の普及、相談支援の充実 

【それぞれの役割】 

町民 

地域 

○ こころの健康づくりに心がけましょう。 

〇 こころの健康についての講座等の開催を検討しましょう。 

社協 
○ 制度の狭間にいる人や、複合的な課題を抱え 

る人を受け止め、必要な支援機関等につなげ 
るための伴走型支援を行います。 

町 
○ 様々な悩みや困難を抱えた人を必要な支援へ 

つなげていくため、相談窓口の情報提供を充 
実します。 

 

 

 

 

計画の点検・評価 

 

庁内関係各課及び各種団体・関係関等と連携してＰＤＣＡサイクルに基づき、施策・

事業の実施状況を点検・評価するとともに、事業の内容や実施方法等について改善に努

めます。 
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